
調査区分
○：帰還困難区域外のため池
□：帰還困難区域内のため池

※1.流入口又は取水口の調査結果を記載
2.帰還困難区域の範囲は、令和２年３月10日時点

令和元年度福島県内のため池等における
放射性物質の調査結果位置図（水質）

水質調査結果137Cs （検出下限値：1Bq/ℓ）
検出下限値未満
ろ過前検出、ろ過後検出下限値未満
ろ過後検出 出典：空間線量率「福島県及びその近隣県における航空機モニタリングの測定結果について」

（原子力規制員会 令和元年９月18日）


